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第14表民事事件の概況
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第18表民事事件の概況

第19表民事事件の概況

第20表民事事件の概況

第21表民事事件の概況

第22表民事事件の概況

第23表刑事事件の概況

第24表刑事事件の概況

第25表刑事事件の概況

第26表刑事事件の概況

第27表刑事事件の概況

第28表刑事事件の概況

第29表刑事事件の概況

第30表刑事事件の概況

第31表刑事事件の概況

※令和3年の数値は, 1月※令和3年の数値は, 1月か それを基にら8月までの累計値について,前年度同期間との増減率を算定し，

令和2年累計値から推計したものである。

※※パーセント表示については,端数処理の関係で合計100％にならないこともある。



第1表

東京地方裁判所管内簡易裁判所の構成等

(令和3年12月1日現在）

第1 東京簡易裁判所

1 室の数

(1) 民事 10室

(通常4，集中2，少額訴訟1，調停・借地非訟1 （※） ，督促1 （※） ，保全・過料1）

（2）刑事 5室

（公判2，略式1，令状1，交通略式・令状1 （※） ）

※印…墨田庁舎に配置

2配置人員

（1）裁判官

ア判事（兼簡易裁判所判事） 1人（司掌者）

イ簡易裁判所判事 106人（うち16人は墨田庁舎勤務）

計 107人

（2）裁判官以外の職員

ア書記官 298人（うち68人は墨田庁舎勤務）

イ事務官 119人（うち32人は墨田庁舎勤務）

計 417人

（3） 民事調停官 14人（墨田庁舎）

第2 八丈島簡易裁判所

1 簡易裁判所判事 1人

2裁判官以外の職員

（1） 書記官 1人（書記官兼庶務課長）

（2） 事務官 1人

第3伊豆大島簡易裁判所



1 簡易裁判所判事

2裁判官以外の職員

(1)書記官

（2）事務官

第4新島簡易裁判所，

1 簡易裁判所判事

2裁判官以外の職員

(1)書記官

（2） 事務官

第5 八王子簡易裁判所

1 簡易裁判所判事

2裁判官以外の職員

(1)書記官

（2） 事務官

計

第6 立川簡易裁判所

1 裁判官

(1)判事（兼簡易裁判所判事）

（2） 簡易裁判所判事

計

2裁判官以外の職員

（1） 書記官

（2） 事務官

計

第7 武蔵野簡易裁判所

1 簡易裁判所判事

1人

1人（書記官兼庶務課長）

1人

(伊豆大島簡易裁判所裁判官が兼務）

1人（書記官兼庶務課長）

1人

2人

7人

4人（うち’人は庶務課長兼（上席）主任書記官）

11人

1人（司掌者）

2人（ほかに東京簡易裁判所からの填補が2人）

3人

′

7人

8人（うち1人は庶務課長兼（上席）主任書記官）

15人

2人（ほかに東京簡易裁判所からの填補が1人）
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第2表

簡易裁判所の裁判官配置表
令和3年12月10日現在1 東京簡易裁判所裁判官配置表

室・係名 裁判官

民事第1室 第1係

第2係

第3係

第4係

第5係

第6係

第7係

第8係

第9係

研さん

橋本富美男

明石 聖

浅見牧夫

金子 進

戸 沢 栄

南里直樹

山田 聡

(兼） 小木知一

樽井利幸

飯野忠雄

遠藤康浩

大田浩司

民事第2室 第1係

第2係

第3係

第4係

第5係

第6係

第7係

第8係

第9係

研さん

太田雅夫

松山智治

西尾． 誠

河野清孝

内田雄三

秋本隆二

篠原輝美

高・ 野淳之

小古瀬敬一

笠井勝一

近藤重信

民事第3室 第1係

．第2係

第3係

第4係

第5係

第6係

第7係

第8係

第9係

玉井 隆

松井秀彦

西村郁夫

末松宏之

久jII三紀夫

田野総一

大川和彦

(兼） 橋本富美男

深田英夫

民事第4室 第1係

第2係

第3係

第4係

第5係

第6係

第7係

第8係

第9係

研さん

五十嵐利幸

吉田 要

加藤晃司

菅原寛史

(兼） 橋本吾郎

宮城 保

市川智祥

藤野、 陽

笹本 昇

永峰英晴

鍋谷能文

登坂一敏

民事第5室 第1係

第2係

第3係

第4係

第5係

第6係

第7係

第8係

第9係

研さん

笹原 誠

落合 卓

小杉正実

橋本 健

森田芳久

永田浩昭

猪瀬芳昭

進藤 修

長谷川浩一

原 宗鑑

室.･係名 I 裁判官

民事第6室 柴田寛之

第1係

第2係

第3係

岡本美樹雄

木村史郎

高野篤雄

土屋靖明

岸野．明人

小林 進

齋藤 章

森 齊一

(兼） 岡田千津子

(兼） 橋本吾郎

(兼） 山添春樹

民事第7室 岡田千津子

橋本吾郎

山添春樹

民事第8室 井手良彦

金子益之

西郷文規

中山仰二

松下明夫

宮城 保

森田芳久

ｊ

ｌ
ｊ

兼
兼
兼

く

く
く

民事第9室 第1係

第2係

第3係

第4係

第5係

第6係

第7係

研さん

藤岡隙三

大林俊二

松田幸忠

(兼） 秋本隆二

小木知一

西郷文規

小野里準一

稗田俊彦

森本暁史

民事第10室 第1係

第2係

第3係

第4係

第5係

第6係

第7係

第8係

都甲昌弘

(兼） 宮城 保

山下伸生

丸尾弘之

大島 徹

山口敦文

竹澤宏之

神林智彦

山田千秋

刑事第1室 第1係

第2係

第3係

木田正彦

大角文．之

丹生谷定利

刑事第2室 第1係

第.2係

第3係

繁田隆志

土橋一徳

新田貴之

刑事第3室 岡野清二

多原収一

二見勇二

堀井 律

横川保廣

刑事第4室 青木正人

青山恵一

井川雅寛

須田浩志

高橋弘人

蓮尾純一

村田正臣

渡部高士

刑事第5室 織田啓三

笠谷重典

高野俊晴

長野慶一郎



第2表

2東京簡易裁判所以外の管内各簡易裁判所裁判官配置表

令和3年12月10日現在

庁名 裁判官 備考
。

八丈島簡易裁判所 岩間正起

伊豆大島簡易裁判所 大前良三

新島簡易裁判所 大前良三 兼務

八王子簡易裁判所

瀬尾豊治

濱田能健

司法行政事務掌理者

立川簡易裁判所

白石 哲

井川雅寛

大角文之

金子益之

須田浩志

土橋
一 徳

職務代行（東京簡易裁判
所から填補）

職務代行（東京簡易裁判
所から填補）

職務代行（東京簡易裁判
所から填補）

職務代行（東京簡易裁判
所から填補）

職務代行（東京簡易裁判
所から填補）

武蔵野簡易裁判所

矢崎和彦

井上修
一

岡野清
一

一

司法行政事務掌理者

職務代行（東京簡易裁判
所から填補）

青梅簡易裁判所 竹内 宏

町田簡易裁判所

今 啓子

高橋弘人
職務代行（東京簡易裁判
所から填補）
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民事通常訴訟事件の新筆件数推移 第6表
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2不当利得件数は簡民P及びNAVIUSから事件名が不当利得返還請求及び過払金請求を抽出した件数であを
3令和3年の数値については,【令和2年の累計値×(令和3年8月までの累計値÷令和2年8月までの累計値)】
で算出した推計値である。
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少額訴訟事件の新受件数推移
(東京簡裁6年別･平成23年～令和3年）
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2第8表及び第9表はいずれも令和3年の数値については, 【令和2年の累計値×(令和3年8月までの累計値
÷令和2年8月までの累計値)】で算出した推計値である6
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刑事通常訴訟事件の新受人員推移
(東京簡裁･平成23年～令和3年）
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、
角

舎
、
穂

､
◆

勺、

、9
，

事件の種

麿
分
等
区

翁 、､．

29年 30年 』 元年
◆ 6

2年

受理． 既未 受理 既未 受理 ． 既未 受理 ’ 既
● ■ ← ‐一●

旧受 新受 済 済旧受 冨羅
未

■

済 済旧受 新受 済 済旧受↓ 新受 済 済

解
職
事

件‘

通術解紐

手形小切
手

少額所舩

少額異織

再 審

小 計

和 解

督 促

公 示 催告

保全命令

鯛 停

過 料

雑・その他

23,580 1240995 1250186 23,3鯛ユ29.798 128j271 24,916 : 134,620130."6 29,490
一一一・一 ● －－－ ｡

0 1 1 0 0i 0 O
# --- - j

426

10

I

？

６

。
■
甲
Ⅱ

0 ＝ ● 寺

’

4 2 2

１
１
１

122,317 110,426 41,381
二一

0 1 ！

､1‐ 一一一一一 。 ．､. ､ ‐" ． 、

2,674 2,617 483: 2,518 2,415 586! 2,""2 2,485 503 2,179 2,051 _631
. ｰ一一色凸一

5“ ．網51 13 ； 39 9 56 50 ； 15 45 1 39 ‘ 21
も

b, . , J B △ 一一一寺一一一一・ 句一一一・一画。

"2i 5 3 4 6 8 2： 4 4 2 2 ． 3 1
号－－ ｡｡ e 今→ 今e ~－－ 少 画 e ･■ 4 0

6

70261

一

己

■争心』ひ

中
日
字

24,0181 1",729 127,858 23,889 132,361 . 130,737 25,513I137,086132,587 30,012, 124,543 112,520 42,035
9 〃- - - ■

？.‐

30 4121 382 { . 60: 4191 428 51 i 441 437 55 1 279 286 48
－画一一. －．.－－－．1 ． － 、 ．．．－． 4 ．←..－－識－－－－－．

2,"2 121.906 121,778i 2,210;140,158I135,107 7,2611126,880132,064 2,077 ' 84,"283,496 3.483

鋤》
で

や 0 幸一－－．.一－ー1 .

80t 2“ 228

・ ・9 “3 645

1,660 1 5,682 5,7鯉

56

1,60

７
０

■
Ｏ
ｒ
Ｌ
ｆ
Ｂ
甲
Ｕ
ｂ
８
６
？
■
９
０
■
は
Ｕ
６
９
．
日

194, . 171

666 ． 662
幹 口づ け

5,6“ 5,595

79

11

一
鴎
弱

一
蝉
１
６
、

《
ｌ

Ｌ
１
Ｉ
↑
１
．
，
十
１
１
，

や
！
‐
：
．
．
，
い
、

1,669 ’

■
６
■
Ｉ
‐

q･一￥ザ－ 印

1髄 77 168 159 、86
っ一一一・→ △ 舎 9

658 8 5“. ・ 540 、12

1 －－~． ． 、

5,722 5,566 1,825 407364,698 19863
F＝. ←← -ず→a. . 今 一一一一＝～ ､ ■ ･ ←

2,388 . 17,125

1.233

q 一

1

ウ
4

17,071 2,"2 15"255 150518 20179 14p3“ 14,428 2,095
Q ■ ｡ 一一■■■■

I

168360 150105 3j350
一 ウー上一一q■口 ■

57,136; 57,1" 1,200 59,667 59,324 1,543 53,277 53,455 1,3651 34,899 35,560 7"

総合計 31,500.330,837 330,873 31,“41354,3841347,542
９
９

3803063380569
0 ： 缶

･339,361 37，514 266.431 1252,3"51,581
1

、、
、 ＝=､-9度蛤

、､､ ､区分
事件の種射、

、
旧受

29年 30年 元年 2年

受理 、 既未 受理 ‘ 既未

｜ 新受 済 済旧受 新受 済済’

一 G B 一口 Ge e ｡

受理 既未 受理 既 未

旧受＃新受 済 ｜済旧受 新受 済 ‘ ・済

解
謹

通常瞬醗

手形'1,切
手

少額醇蝕

事少額異鮭

件
再 審

小 計

和 解

笹 促

公 示 催告

保全命令

闇 停

過 料

雑・その他

263 1 1，130
P a

1,059 334 1,"3 1,135
凸 一一一→一一 一 屯

d O O O O O
－ 写 一一一一一■ ■一一の ●

22 8n 81 22 88 77

■
寺２

１

●
９
画

－
４
－
０

一
一
子
一
一
一

』
》
◇

口■■↑

■
日
《

■
■１
０

－
２
－
０

匿
・０

↑
１
一0 .- -.---句； b q

286 i lO213 1,141 358 : 10145

2

13

０
１
１

■

十
ｏ
ｐ
Ｔ
９
０

1

102151
5 F▽◇－■マーマ - 口 ◆ 一

2 3 1 10
！
11

r きら "－ ■一句･一.屯

1,777 1,7" 24: 10771' 1,767
● 画 望 ● ■一■一 一一 竜 一 口凸

3＃ 、 5 1 3 3
つ･－－－－ 令一 一一守 口

0 ､ 11 11 0 4 4

70

G e

､

199 . 216 53 160 150
』 _ ． _ ゞ - . . . ←－－

. 0 887 887 0 865 865
． ~ ~ や→ら－．－~.｡？ 。 . ．~ ・ ▲一一 .

12 708i a86, 35 789 801

’
０
．
噸
’
４
－
０
－
側
尚
‐
耐
一
価
口
１
－
↓
Ⅷ
側
恥

３５０
Ｊ
１２

’
０
３
’
３
０
．
８
－
０
８
壬
１
０
３
０
３

５

３
．
－
．
・
６

露
２
－
２

２
一

12018

0

119

4

． 0

1』141

9

1,734

1

4

1鯛

717

745

１
や

■

Ｆ

む

287

0

１
３
↓
０
１
０
３
０
０
２
２
１

３
２
３
７
８
２

３

■

一
：
：
！
‐
・
一
・
一
饗
一
御
一
４
－
４
－
”
ヨ
、
”

７
－
０
｜
鴎

漉
－
０
０８

句
８
一
一
一
一
一
。
｜
“

・
↓
，
！
↑
Ｉ
！
！
‐
１
１
峠
地
一
一
；

■
手

i －－L

； 61

＝一一

5

ｐ

９
．

１
．

823

0

師
２
０
２
３
１
２
４
７

１

９
４

９
‐
４
Ｇ
１

1.013

612

①

236

●

0

鰹
３
０
３
１
９
２
．
０
２
６
４

６
２
５
５
２

２

総合計 386 4,800 4,714 472 4,747 40816: 403
１

4,“5 4，519 529 4,082 4,184 427

、.｡､ .
、

、

、

事件の種

嘩
函
、

索｡．
姑

29年 30年 元年 2年
~

既受理． 既未 受理 既未 受理 既未 受理 未
や ■ ■

旧受 新受 済済旧受 新受 済 済旧受 新受 済 済旧受 新受 済 済

解！

訟

通常勝戯

手形小切
手

少額溺舩

事少額異醗

件
再 審

小 ・計

和 解

督 促

公 示 催告

保全命令

鯛 停

過 料

雑・その他

＊ q

314 12349 1032] 342 ･ 19422 1,376 388 1 18666 1,651 403 10379 18448 334

O I
↑.一… ． 一-.--.

0 0 0 0 0
■､ ■ ‘ ● . ÷一一 . 、 ＝ ~ 哲

6

12 43 46 10 42 39 】3

■
６
５
６
９
．
ｑ
囚

0 0 . 0 0 0 ･0
9 ■■■■■■｡■■

54 57 ． ’ 10． 46 40 16
｡ ← 0 .句 ’■~－■◆ｰ一旬 ■ 4

0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 2 3 0
ﾀ ｰ ｰ－－－－■■ e ､ . ■ ■ Q- ed ー｡. ■ 句●-, .屯一一

O m l O O O O O ･0 0 0, 0 0
‐■ --..＝－ GF一一タ ◆■ －今 ｡ ■

326 18393 1,367 352 1,466 1D417 401 1,722 10709 414 1,427 1,491 350
D 勺 → つ－－－．一=

4

1 9 ． 9 1 7
0
8 0 2 2 0． 2 2 0

一一今 、ｰ ら軋 ゆ り ③一■ －句③ ‐－ ■ 一③ 今＝一

23 1,188 10208 3 12300 1,294 9 10296 1,305 0 1,0" 1,"8 22
G ■ ● －■

0 j l l O 1 0 ( 0 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 3 0
q

■

43 92 106 29 92 97 24 108 99 33 68 78 23

0 601 601 .0 542 542 0 493 493 0 608 536 72

23 490 498 15 562 569 8 罰8 584 2 4641 437 29

総合計 416 30775 3,790 401 30969 3,928 442 402m 40194 450 3.663 30616 4"



『

民事事件の概況(武藤野簡裁） －平成29年～令和2年 第17表

I

民事事件の概況(青梅簡裁) f-平成29年～令和2年 第18表

民事事件の概況(町田簡裁）一平成29年～令和2年 第19表

､式一～･一再．
ｳ

、

､、､

蝋
障
、

事件の種溝 q

‐、

29年 30年 元年 2年

受理 ’既未 受理. 既未 受理. . 既未 受理 既 未

旧受新受 済済旧受新受 ・済．済旧受 新受 済済旧受・ 新受 済 i済
通常解潔
蘇一 一＝‐
手形小切手

融少額勝訟
■－F 今

事|少額異鬮

件|再 審

小 研

和 解

督 促

公 示 催告

保全命令

閥 停

過． 料

鮭・その他

９
０
６
０
０

６
１

２

285

1

４
１
０
７
６
７

３
６
３

ａ■ｅ

◇。●

。
◇

６

６

？

。

■

２
０
８
０
０
０
４
１
２
１

２
５
’
８
３

．
１

１

３

Ｆ

〃

，
↑

１

１

１

144

10138

481

３
，
０
一
団
‐
都
‐
，
，
一
０
－
・
鯛
：

：
…
声
ｉ
Ｉ
－
一
－
，
－
１
仏
－
１
一
；
．

：
３
卿
－
３
－
１
鮒
“
一
，
唖
伽

５

１
’８

０
９
０
０

８
、
１

２

307

2

８
０
０
４
６
８

１

６
８

『
。

■

△
１
８
０
△
Ｉ
。
‐
Ｉ
↑
◇

ｆ

■

⑧

◇

Ｑｆ◇△Ⅱ

．

・
５
０
１
０
０
６
９
鍋
１
１
６
５
４

尻
凹
Ｑ
》
幻
詮
ワ
０
刻
君
Ｑ
Ｕ

ｎ

一

色

巨

哩

１１命Ｕ

《
。

。
畢
脾
、
◇
■

Ｂ１

１

１

１

蝋
０
－
蝋
０
一
叫
錘
邸
１
５
蚕
Ⅱ
一
堅
凱
劉

一
…
！
》
：
一
・
皿
．
、
一
噸
一
‐

５５

Ｌ
一
山

一
一
凸
一

．
．
Ｌ
，
．
；
ｉ
↑
！
ｉ
－
‐
。
！
‐
，

１
．
－
１
．
．
‐
”
一
・
・
．
！
．
‐
．
．

．ｉ，。，

４
０

鯛
．

■

36

1,3“

． 0

82

０
０
０
２
８
１
０
９
０
８

－

，

α

宮

◆

毎

面

Ｕ

”一Ｆ・■

３

４
Ｇ
Ｇ
Ｉ
＆
’
十
６
６
申
１
０
．

●

Ｆ

４

◇

△Ｉ‐Ｇ

０
０
６
７
６
６
３
５
８

“
伽
Ⅳ
砲山

１

１

710

‘
踊
圃
竺
裟
崎
甥一

６

一
一
一
５
６
．

３８

日

１

１

１
－
０
６
０
０
．
７
２
８
３
０
￥
５
１
“
４

８
’
３

２

０

２
↑

1,160

■Ｇ

●

。

▽

■

画

0

87

１
１

1,249

3

10565

5

2

‘ 10150：

0.

｢~~－． 84
# ‐． ,

i 、 0
主一一一=－－

1

1，235
．－－

5
！“－ ‐ ‐ i

291

0

1,573；
‐一一一■ー■

Ｑ

５
宿
２

令一一へｅ

－
ｐ

－ー一

164 215

ｔ

ｉ
一
．

１
０
，
１
０
十
Ｉ

１

‐

心

麹
１
０
１
．
０
０
・
３
０
６

２
０

３

１ 0 102" 1,203

121 597 605

総合計 442 4,8451
甲

●

42847 4釦 50269 5,241 468 4D774
6

4,757 485 4,227； 4，281431

､g:.～-‐

、

事件の

轤
識

29年 30年 元年 .2年

受理 既未受理 ； 既未受理 既 I未受理 既 未
ら 一一.吉 ・

旧受‘新受 済済旧受 新受 済済旧受 新受 済 済旧受
I ．

新受 済 済

勝
匪

通常勝髄

手形小切手

少額鯨圏

事少額異醗

件
再 審

小 計

和 解

督 促

公示催告

保全命令

飼 停

過 料

憾,その他

１
０
５
０
０
６
０
１
０
０
６

６
６

237

0

i
：

I
221

ー■マーローー

13

1

■

●

■
Ⅱ
▲
《
叩
》
Ｅ
的
叩
凹

１

０
５１

■
■
も
晒
叶
Ｆ
■
ｒ
㎡
９
口
■
、
■
■
字
。

－－ ー一一一

』
色

248

０
７
１
３

37

０１＄。

『
●

ロ▽

。

◇

や

Ｆ

一
皿
．
↓

０
’
０
－
識
－
０
－
跡７

。

－

９

ｌ

■

↑
甲
６
１
１
１
１
１
９
１
守
り
Ｉ
、
。
↓

3
－

45

429

162

６
９
０
１
申
６
■
■
◇
’
４
●

凸ｑ●

認
一

勺 ●旬①一

一一 一

3弱
凸一

316

７
０
１
０
０
８
０
．
１
０
０
．
３
３
０

７
７
２
８

237

？

●４

６

０
５

■
◇６９．■００
６

６

６

０

Ｆ

旬

0

０
０
０
７
３
０
０
０
Ｏ

喜
一
■
■
《
■

４
４

２
・
醜

測
当
‐
畑
一
加
一
０
－
０
↓
１
ゞ
３
魏
時
－
１
町
，

７２

↑
，
：
：
↑
！
．
‐
！
．
‐
！
・
１
．
．
，
．
．
１
‐
Ｉ
一
個
一
一

一
一
一

３
０
１
０
０
４
０
０
．
０
０

５

５

申一一÷一一一一や

C

一口

887

■

215

10: 53

.…~~ .マーーー

72､! 898
● 今■ -一 一 一一 一

■
。
◆
。
。
↑

３
．
０
４
０
０
７
０
．
錦

２
２
３
３
５
0

1

41

933
4■

66' 3101

0 0

1． 、 4‘

‐ ．~~.一一. ~､－ 1

0： 0
； ‐ .､ ，

0 0
－－－－．－－

67 ； 3理｜

， 0101

．一一－

2， 546；

0 0

0 1

9 鯉

92 ． 913
－－． ．，－－－_』

‐Ｊ勺・

288

■
■
■
寺
■
①
●
③
６

OQ

０
０
１
９

１

９2

２
９
１
０
２
０

６
５
５

５
９

！
『
ｉ
⑩
…
０
‐
’
一
醐
一
２
－
鋤
一
‐
Ⅳ
‐
ぴ
－
１
醜

一
一
２
－
－
５
一
‐

９
０
７

８２

」
！
：
！

０

ｉ

・

Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｉ
↓
‐
０
１
０
１
，
１
０
．
１
０

。
」

０

一

’

０

．

再

Ｐ

。

・

巳

。

・

ロ

ロ

ｒ

Ｌ

ｉ

・

Ｉ

５
０
４
手
０
０
９
．
０
２
》
０
０
９

６
－
６

０
‐

●
色

Oi 2152282”’1225

蝿
ゞ
錨

一
■

一一一一一

78

1

総合計 159 2,110i 2,098 1712,043 2,078
４
口

136 18961･ 13912 185
1

1 1,167 1,26587

ミーーー
~ －－ 悠． ・悔一

＝＜

、 区分

事件の種麓、
、

L

、

29年 30年 元年 2年

受理 既未 受理． 既未 受理 既未 受理 既 未
‐b ‐ U

旧受新受 済済旧受新受 済済旧受新受． 済済旧受新受 済 済

瞬
舩

通常勝甑

手形小切手

少額瞬舩

事少額異麟

件
再 審

小 計

解
促

和
督

公 示 催告

保全命令

鯛 停

過 料

維・その他

198 679 734 143

0 : 0 0 0

◇

一

６

◇

０
－
０

翻
一 601 132 586 . 588 130; 523 5" 1"

凸 毎 9 6－一 一 ■

0 0# 0 ･0 0 0 0 0
■

一■一 一今一二一◇由 ら

■ T一ー｡｡一一ーずロ －－．－一一・一→

5 37 , 33 ･9; 68 64 13 1 48 52 9 54 46 17
，･■ ：

！ ． － ．

.0 1 i L 0 0 0 0: 0
岳■◇ e－－■一ー七 p ■ ■~◇ ●ｰ◇｡ ◇ 凸 ■－－ －－■一一

1 0 0 1 0 1 0 0

凸

十・
０
０

０
０

。

。
寺

０
』
０

０
０

０
０

今十一一÷－－ － ■ －5 6 －－画－4■

2" 717 768 . 153 658 666 145 634 "0 139 577 590 126
B － ■－－■－－－－ ■

色 ■

1 ．5 、 6 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0
■ B一一－一. ■~ 二■●e▼ ､争－ ＝一◇-･争 今 →◇ e－ －－

13 1,023 1,018 18 10061 1,054 15 921 913 23 789 805 7
一 一一一■一言 P 一一 一一■一 ｡－◇-

1 2 .2 1 . 3 1 3 0 3 0 1 1 0

･0: 1 1 0 1 ] O! 1 . ･1 0 0 0 0
． j －－－…_…． －－

34j 74 90 18: 100 95 23 80 85 18 92 92 18

0 379

C

U

*

379 0: 418 381 37 336 353 20 393 391 22
■ ･ ･ ■一一口 ■ ■. . ふり－－－面=ザ.今 夕

.9 459 1 468 0 481 479 2: 376 370 8 341 339 10

総合計 ZbZ Z,mU Zo732 190 Z,715 Z,680 "5 2,3釦 ’2,367 208 201" 29218 183



民事事件の概況(八丈島簡調 一平成29年～令和2年 第20表

民事事件の概況(伊豆大島簡調“一平成29年～令和2年 第21表

民事事件の概況噺島簡鋤一平成29年~令和2年 第22表

、 ー

、 、 、雰度、

L

、 ～

．､、区分

事件の種翁 ､蓮、．

29年 30年 元年 2年

受理 既末
C ■

』 ←◇一宇◇■ ｡ 0F■ ■ 4 ■

受理 既．未 受理．
凸 P

● ザ■■q つ ③、 ロ ③ 0

旧受・ 新受： 済済旧受 6
1
新受 済済旧受

既未 受理 既未

新受 済済旧受新受 済 済

瞬
松

通常鯨舩
つつむ ?舌P .

?、 、影′j，

手

少額臨醗
b 。

事少額異職
I

件I再 審
0 ●C~

小 計

和 解

督・ 促

公示催告

保全命令

鯛 停

過． 料

雑・その他

３

０
０
０
０
時
３
０
０
０

０
０
’
０
０

劉
・
０
－
０
０
一
，
計
恥
‐
一
釧
一
２
梨
０
０
動
１
－
‐
鍋
‐
母

一
：
一
！
！
‐
↑
・
‐
脾
．
声
：
ｉ
一

一
一
刈
．
伊
’
１
，
｜
‐
●
ｉ
１
１
１
．
－
１
１
．
．
，

↑

６
０
０
０
↑
０
６
０
２
０
０
１
８
５

１

４

岨℃■、ロ

９。△ｑｆｆ

ｑ

寺

：

■

申

ｏ

Ｐ
ｆ

寺

１
０

● ■

8 8 6
I． ＝、 －－－－ 、

0 0
■＝午今■‐‐ ﾏーーー

0

O O O

0 0 0
一 ・ 一 二一→一一一 ､

0
凸

。

▲

■

0 0
■ ■も ｡÷■ .

恥 8 6

0i l l

0

Ｂ
４
ｐ
Ｕ
４
◇
凸

14； 14

.

,

一一一一-一一~？ ．

０
０

０
０

０
０
.← 一二一一一一_イ 』

0． 0
１
１
９

O I

0. . 25 ！ 25

0

一一

日
Ｇ

’
1
ｳ

1

6 ．6 1

６
－
０
－
’
一
・
α
卦
叫
’
一
洲
－
０
一
哩
一
０
－
０
「
謎
割
‐
認
一

，８

．
⑳
』
！
・
・
、
一
一
‐
Ｉ
！

↑
１
１
‐
‐
》
０
．

一

・

一

‐

．

↑

！

“

‐一

１
１
．
－
１
．
．

’
一
．
、
↑
↑
．
』
↓
．
、
’

１
０
－
０
０
．
０
１
０
０
’
０
０
１
０
－
０

●４。”Ｆ■Ｆ

０

由

■

●

。
＆
口

０
０
０
０
．
０
０
０
５
０
０
０
２
５

■
■
■
■
一

１

１

一
４

■

－
０
０
－
０
‐
州
叫
一
か
一
０
．
－
蛎
《
０
壷
０
壬
Ｉ
‐
函
一
‐
母

一

８

」
１
１
‐
’
ｉ
，
ｉ
‘

－
１
‐
‘
凸
ｉ

・

勺

↑

．

ｆ

‐

◆

４

－

０

－

８

」
‐１１１■９

３
０
０
０
０
－
３
０
０
０
０
０
０
０

１
０
０
０
０
１
０
０
０
０
１
０
０

寺

■
’
一

■
■
Ｐ
●

６
０
１
０
０
↑
７
０
．
２
０
０
２
４
８

１

５

総合計 3 70 池 1 0
0

W

54 52 31 71 72 2 83 83 2

、r~一塁塵

薯僻あ殿

29年 30年

受理 既未 受理 既
÷ ◇ ◇

旧受：新受 済

末

涜．旧受新受； 済済

元年 2年
● や

受理 既未， 受理． 既未

旧受新受 済 ｜済i 旧受~‐新受1 濟 済

･逓常訴舩
勝り

訟

羊形小弼
孚．

少額訴舩

事少額異議

件

ｊ
６
ｅ

再 審

小 計

和 解

督 促

公.示催告

保全命令

鯛 停

過 料

雑・その他

－
０
－
似
一
‐
邸
一
‐
琢
一
鮎
一
ｍ
－
０
、
０
－
０
－
４
－
日

日
●

一

２
》
０
一
一
ｉ
１
－
Ｉ
ｌ
小
ｉ
Ｉ
－
…
１
，
Ｉ
！
」
，
ｉ
・
一
・
伽
一
一
一
！
．
‐
’

一１
０
０
０
０
－
１
０
０
０
０
↓
０
０
０6

◆
申
９
１
６

■■

－ ■③ ■ 字

0 01

6

13 13

40 0

2

ｄ

ｏ

伊

抄

■ . .

C

*

４
１

一一－ . ■ 一

四

b ●■ 0 寺 一一一

1 0 0 0

0 0 0 0 ･

0

0 0

11 0

22 0 23’ 23

１
０

０
０
０
１
０
０
０
０
０
０
０

６

↓
４
■
●
色
一
。

↓９‐。

。
◆‐４ｆ

Ｉ

■

２
０
０
０
０
２
０
０
０
０
０
４
５

１

6 6 0＋
６

叫
一
Ｉ
馴
母
０
－
０
．
２２

一
一
ｅ

1 5i

0 01

０
－
０

４
‘
７
６

●

６
｜
０

ム
リ
－

0 2
－－－－－－＝－‘一＝4

0 0:

１
０

ｆ
ｆ
・
Ｉ
▲

ウマ 口一一一一守一 ■

０
１
０
０
－
０
０
１
０
０

．

。

。

↑

４

０

◆
◆
。
‐
・
Ｉ
、
ｄ
Ｉ
Ｉ
ｌ
４
『

’１０．

Ｕ
７
－
０
７
－
．
０
．
０
－
１
－
０
犀

一
』
一
一
一
４
一

一
一

ｐ
Ｐ
Ｄ

：

？■

０
０
迅
８
，
Ⅱ
１
１
８
■
Ⅱ
０
８
６
９
１

‐

甲

Ⅱ

０

０

今

日

１

６

１

０

日

Ⅱ

９

↓

１

０

申

■

ａ

夕

■

や

0
●

7

1

－
１
８
４

Ｐ
』
◇
ｊ
毎

4 1
－－＝岳一色 堅③●

0
I

４
０

C

G

▲ ◆

0 わ 6 5
・ →･ ＝． 。＝上 サ

0 01
． ． ． －．．4■一一 十÷－

0

0 1 0 01 0
△一一 申 ら . 9

0：
！
0

0 0 0. 0 0

6

． ． ． ←一 ．

0 0 0 0 0 0; ･ 0
- - ● ■ ｡ 句 q

C

7

2

’ 4 6 ，|_一旦●． ：

O O O 0
勺一一一→ 一F

↑

､ 0

一

一

一

◇

１
↑
０
０
↓
１

ａ
ｐ
ｒ

６
．
０
０
１

5 ↓

Q! 0 0
. 4－.=‘.. …』 .

申

４
句
ヨ

０
㎡
４
１
■
叩

総合計 2： 57 56 3 42 45 0 48 47 1 21 ． 21 1

、寺~§-.-喜遁
、､ 、区分

、

事件の種爺．、

29年 30年 元年 2年
■ ■

受理 既未 受理 ・ 既未 受理 既宋 受理 既末
P ･ - + ｣

旧受新受 済済旧受新受 済済旧受新受 済済旧受新受’ 済 済

瞬
舩

通常翫舩

手形小切
手

少額砺舩
C 今 ● ■

事少額異賎

件
再 審

小 計

解
促

和
督

公 示 催告

保全命令

鯛 停

過 料

雑・その他

0 1 1 0 C

f
0 0 0 0 0 0 1 1 0

i 、 ． ． ．‐ ､-------

0 0 0 0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

０
０

０
０

０
－
０

恥
凸

申
寸
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
０
ｑ

８
申
０

０
０

０
０

『
■

Ｑ
－
０

ｅ
一

Ｆ

“

。

０
０

０
０

－
０
０

も
■
０
８

１
Ｊ

６
凸
■
可
ｈ
い
り

０
０

０
０

■
■

’
－
０
－
０

巳
①
少
●
◇

０
０

■■* 一、 p一・一 ・一一÷－ 一・ 一 ､ ヴ ウ ● ~P . 句 b ■－－．－－可一口ﾛ ｰ ■■･ ･ 旬

0 0 0 0 0 0 0
＝ 一 今ロー凸 一 口← ■-－ 一一・ L 毎 己● ● 七

Ｂ
Ｄ

0 0 0# 0 0 0
､､ ◇■ ■ P

0 1 1 0 0 0 0 0
●
ｄ

■

0 0 1 1 0
｡ △ ■…b －． ．句.･缶･－.■ 。 －画一

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
■＝ - ÷一一一 ■ 己一一一一 一・ m ■ ● F一･=一口 。

０
０
０
０
０
０

８
０
０
０
２
３

８
》
０
－
０
．
０
↑
２
３

《
句

。

一

。

６
４
６
。
◆
し
一

《
、
叩
》
、
叩
》
二
晶
叩
画
晶
叩
竜
－
，
叩
》
《
圭
叩
》

車
勾
辛
口
《
皿
、
》
一
品
印
画
一
、
叩
》
一
Ｅ
『
】
■
■
■
の

△
《
“
凸
《
皿
一
唖
マ
マ
一
品
印
画
《
一
ｍ
唾
一
ｑ
ｐ
８
－
・
ロ
■
●

③字。

４

も

凸

凸

Ｇ
ｂ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
０
２
０

３
０
０
０
２
２

３
０
｝
０
．
０
４
－
２

．
。
■
■
■

０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
１
０

０
．
０
０
－
０
１
Ｕ

》
１
■

申

ｎ
画
・
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
。
ｎ
叩
》
侭
Ｕ
八
Ｍ

総合計 0 ． 2 0 9 7 2 6 8 0 14 14 0



刑事事件の概況(東京地裁檬内全簡裁） ＝一平成29年~令和2年 第23表

● -① -

$ ■

！
'

l

↓

ｰ ヴ

】 4H1 4【】－4【】h 41】－4【】h I
4

ｬ ４

舎 一… .､､ .‐ I
C

O i一一 →－－：合一一4－ 一一二七一一一一 一画・一口合

6

0

8

：

I

■ 凸

2,346 3 2i231’ 2,171 21

1

：

β
ロ
ｂ
■
ｐ
二P

P

?

刑事事件の概況(立ﾉII簡裁）一平成29年～令和2年 第24表
■ －

－ 6 口 ←③ ③ ●口 e e ー一 一岳 ■ － ●Ge e 寺 ■ ■

刑事事件の概況(八王子簡裁） 一平成29年～令和2年 第25表

、 年度

区分

事件'、
種類

29年 30年 元雫

既未 受理

済済旧受新受

2年

受理

旧受新受

既
済
一

未 受理

済旧受新受

既未 受理

済済旧受新受

未
済
一

ｆ
貯
一

既
済

8 271 28, 7# 44 36 15

0 430 430 0 378 378 0

0 1,275 1,275 0 1,398 1,398 0
－ - . . . .. P

O 24 24
0 42 42 0I

＝ ﾆｰﾆ ‐ ‐ __ ヒーーー ー___---_L__‐ I

42 0

一

通 常 5； 21 25

ド ．、 ・ ・ ．

略 式 ･0 395 395

11 32

勺 ｡■口■-■面■一ロー…

25

O! 484 484

令状’ 0 』,332 』,332 ０
８
－

２
－
２

４
一
Ｊ
ｅ

１
－０

０
－

1,420

28

－

、他I ［

1,854 151 1,964 1,957 8； 1,756 1,757 7i 1,862
－

一一一

年度

区分

靴
繍

ノ

<”

通 常

略式

令状

その他

合 計 558

■卜
凸
Ｂ
日
日

64‘665 .64‘727 4961 65,81565,659 652
凸
心
甲
Ｉ
６
Ｇ
６
６

1 － 0

61,870 62,080 442

度
分
年
区

事件へ
種類

通 常

略 式

令状

その他

↑
f

U

1； 11 7

0

0

4 －－今 一

叩

６
■

Ｕ
画
ｑ
０
７
ｏ
ｃ

3,851 3,851
り ■

５
０

参-------‘---』 ． ．． ． ． ． ‐ ． ‐‐ ‐-．
１
１

ｑ
。
■
勺
ｐ
〃
４
４
■
ｓ
ｑ
ｅ
ｑ
ｆ
び
り
ｑ
ｇ
４
ｐ
Ｊ
－
６
９

12

－－●一一●Ge

１
－

3,614
ヴ

ー｡■毎■｡■9－ー■申一

2,2301 2,230 0 2,594
1

勺
８
０
６
０

3,5

14

71

2,594

■

◇

‘９０■守り↓ｌ申

.. ‐-..-.一一二 ．‐ 、--. ．‐‐I
3

1 ↓

0 1,857 1,857 0
U

■

ヤ

ｅ
ｒ
８

2』0171
I

2,016
■

3

３
０
１

４

ｑ
ｊ
ｄ
ｆ
ｊ
ｒ
Ｐ
丘
Ｅ
３
■
０
“
Ｌ

も
８
ヶ
‐
６
０
Ⅱ
Ⅱ
６
．
．
．
０
■
１
０
■
１
１
Ｊ
。
■
６
．
・
Ｉ
ｑ
ｑ
ｑ
■
■
Ｉ
Ｆ
Ｏ
邑
屯
り
げ
ｐ
△
■

8

-申

2,930 ｄ日１１
１
８
．
Ⅱ
０
１
口

9 2 5 6 1

Q －ヶ、司・ 舎一

2,93T 36 2,478 2,474 40
．･･･-,-雪 ● 、 同. .． ､須 一子 ．

2,5451
9

2,545

６
寺
９
０
句由

0;

■
９
６

９

一

2,315
←

、

＊

*

■

2,315 0
0

．－←… 。 －

1,954 1,954 11 1,913 1,913 1

合 計 1 7,949 7,945 5 8,237

４

8,195 47 7，437 7，445 39 6，711 6，708 42



刑事事件の概況〈武艤野簡調 一平成29年～令和2年 第26表

第27表刑事事件の概況(青梅簡裁）一平成29年～令和2年

0

，刑事事件の概況(町田簡裁）一平成29年~令和2年 第28表

合 状1 0 1.068 1.068 【】 】‐08Ⅱ： l_【》8I U

19 18 1 3Z 33 0 17 17 0 23 23 [

_426 1-440 9 1－637 1.638 8 1-393 .1.392 9 1．426 1．411 24

、

度
・
分

年
区
、

事件t').
種類

29年 30年 ．元年 2年
■ ■ ◆

受理 既
$

未I 受理 既未 受理 既未 受理 既未
4 . ﾀ

旧受新受 済済旧受新受 済済旧受新受 済済旧受新受 済 済

通 常

略式

令状

その他

8 45 46 7 35 30 12: 331 41 4 20 22i 2
． ．， ろ

■

0 499 499 0 489, 489 0i 444 444 0 389 389 0

i … ＝ ・ ． 一i …-T－－－－－…；も---. -一・一一一 .4

Oi 1,850! 1,8501 01 1,807! 1,807 0: 1,624 1j624 11,7161 1,716 0
： ．

■ 9 －■ ＝. ｡■もら･一一・ 凸 ｡＝ ･ ← 口 - ● ｡ ．●

0 31 31 0 6 44 44 0

ウ

281 28 0; 20 20
, ；

0

合計 8 2,425 2,426 7 2,375 2,370 12 2,129 2,137 4 2，145 2，147 2

一
心

一
日

年度

区分

糾
繊

１
．

．

■
■
ら

29年 30年 元年 2年
b P ･ ■ ･ 勺.

受理 既未 受理 # 既未 受理 既 ｜未 受理 既未
一 a U

旧受新受 済済旧受新受 済

■ O 』

済旧受新受 ・済済旧受新受 済済
寺

●

常
式
状
他の

通
略
令
そ

０
０
０
０

七
◇

１

０
４
１

８
２

１

５

０
０18

－－勺

5241

1

９
１
日
甲
Ⅱ
！
■
Ⅱ
Ⅱ
１
８
．
Ⅱ
▼
■
：
。
■
６
甲
１
８
，
凸
．
．
一
ｏ
ｏ
９
ｆ
Ｔ
１
ｉ
Ｉ
申
■

１
０
－
０
０

▽
■
●

0

132

l
■

3

－り 0■凸｡

21

－

615

0

615

÷一 Gや b e ■

F

1■■■L一

ﾄー

－

O
I

I
山

０
０
０
０

1

1

ｂ
■
甲
。
。

228

613

の

ｊ

‐

８

９

１

凸

９

，

０

Ⅱ

９

６

１

，

１

１

Ⅱ

。

屯

１
－
８
・
３
↓

↓
２
》
１
一

一
２
６
一

◇
争
。
Ｑ
ｆ
６
Ｉ
甲
■
０
０
９
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
，
Ｉ
Ｃ
Ⅱ
１
日
甲
９
申
０
。
■
！
▲
；
Ｉ

00

０
０
０
０

。
■

1

822

０
；
：
‐
１
０
１
１
０
１
Ⅱ
Ｉ
申
！
１
２
，
０
４
↓

０

－
麹
一

574

0

574

Ｐ

ｐ
６
ｂ
〃
Ｂ
Ｆ
Ｇ
■
■
６
■
ｂ
１

日

◆

ー■も一ｮ寺一

0

１
。
０
０
．
０

合計 1 685

Ｆ

０

。

。

686 ' 0 842 842 0 829 828 1 705 706 0

度
分
年
区

事件,'，
種類



〃

刑事事件の概況(八丈島簡裁） 一平成29年～令和2年 第29表

刑事事件の概況(伊豆大島簡裁） 一平成29年～令和2年 第30表

刑事事件の概況(新島簡裁） －平成29年～令和2年 第31表

年度

区分

馴
繊

恥

29年 30年 元年 2年

既未 臺 既未； 鬘 ーⅧ… 既末受理
； 。 .~~． 、

旧受新受 済済旧受新受 済済旧受； ,新受’ 済済旧受1新受 済済

常
式
状
他

■

通

の

略
令
そ

1
6

Oi O O O
1
r一一一一一一 ‐ ．

0 9 9 0

＊

ﾛ

ｌ
‐
」
‐
ｒ
‐

■
■
■
。
ｄ
守
口
巳
■
■

0
５
９
Ｆ
■

0 0: 0 0 04 01 0 0
一 ■ 笠 - ■ ｡ーー の ｡ ･一一一■一・一岳 ・

ﾛ

7 7 0 4･ 4 0i l4 14 0
■

■■●● クー晋一も口､勺十 一一 P C 一一一一一一■ 巳 ■ ■ ◇ ◇ -･寺

0 5 5 0 1 1 0 7 7 0

由宇 ←■ 争 Lgや図画 e 一口e~ J己0 句 9

0 0 0 0

ｊ
寺
●
Ｄ
■
■

’ ‐十一詞－－－－－←‐ｬ

01 0 0 0

甲

。
6

』

６
■
Ⅱ
ｊ
■
Ｄ
Ｃ

、
ｂ
ｂ
ｅ
寺
毎
。
■
■
ｒ
４
ｇ

6 60

弓

０
０
Ｐ
■
Ｕ
ｉ
↓
！

0 0 0 0 0

合 計 0 14 14 0! 81 .8 01 11
け

11 0

A

C

■

20 20 0

烏 年度
巴

区分

難
Ｆ
、
、
“

ロ
グ
“
■の

29年 30年 元年 2年

既耒■ 薑＝既表臺＝慨末 臺 ■ 既朱受理

旧受新受 済．済旧受一新受 済済旧受新受 済済旧受新受 済済
■

通常
● や G年 ｡

略式

令 ・状

その他

０
０
０
０

０
３
４
・
０

■
〃
。
。
。
ｏ
Ｑ
０
や
Ｄ
Ｕ
■
８
１
６
．
Ⅱ
■
◇
０
６
０
．
０
勺

０
３
《
４
０

ご ‐ゆデ

ー
９
．
■
４
６
・
〃
け
む
■
ｐ
Ｆ
ｑ
ｑ
。
■
合
■
７
凸
。
・
も

０
０
０
０。

■

０
、
５
０
‐
０

▲

Ｉ

０

、

0

｡■

8

「

雛
『
！
ユ
ー
‐
が
『
‐
一
・

～子軋､ ‐今 ●企二

一一■一？＝一

１
１
■
１
日
１
８
６
▲
，
■
Ⅱ
１
８
４
６
凸
Ⅱ
１
９
１
Ⅱ
①
Ｕ
Ｑ
９
Ｄ
０
Ｉ
Ｉ
■
９
０
：
，
Ｄ
ｅ

ｌ
Ｐ
Ｂ
０
幸
６

ｆ
４
６

0

０
０
０
０

0

◇
０
２
６
０

■
６
１
■
０
■
Ｉ
Ｄ
■
■
■
■
■
Ｆ
１
Ⅱ
Ⅱ
９
８
１
９
●
日
Ｉ
申
９
６
ｆ
・
Ｉ
９
０
ｌ
Ｉ
ｏ
Ｉ
■
Ⅱ
７
１
１
．
９
９
■
９
６
の
０
勺
●

０
２
・
６
０

１

９

８

８

１

１

Ⅱ

Ｉ

■

１

．

１

日

１

。

も

。

ロ

Ⅱ

Ｊ

ｌ

Ｉ

６

９

Ｉ

ｌ

申

９

句

Ｕ

■

申

、

ｆ

ｅ

６

。

日

日

ｆ

Ｇ

ｌ

６

ｐ

Ｇ

Ｑ

０
０
０
０

0

９

日

Ⅱ

Ⅱ

９

０

Ⅱ

ｌ

ｑ

８

ｄ

Ｄ

豆

も

ｑ

心

0

１
９

６

－宇一 今七一

２
４
０■

画

１

十

七

■

■

２
４
０

ヂー寺ｰ

●
■
４
６
■
■

０
０
０
０

合 計 0 6 6 0 8 8 0
一

句 5 0
申宇

7 ”0
。

ｒ

年度

区分

鞘
騨

ﾌ、

29年 30年’ 元年 . 2年

既末 臺 既未 受 既未 臺 既受理
理

■ ■

未

旧受新受 済 ：済旧受新受 済済旧受新受， 済済旧受新受 済済

通 常

略式

令 状

その他

口
ｆ
■
６

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0

■■｡●6－記－－9ｰ一－｡ .｡●一一一■一 ■ 守時一P ,も●ﾏ一● ｡

0 0 0 0 2 2 0 2
■ 6

6

2 0 2 2 0

4－一一一一●甲 ●ー~－－ ？‐一一口守｡－

0 0 0 0 ｢1 !

■ 一一→ 勺 寺一旦岳一一一■ー③ 口

0: ･ 0 0 0 (》
G

I

0 0 4･ 4 .0 0 0 0

一ウマーマ凸■‐③+■

O O･ 0 0 0 0 0 0

合計 0 I
C

0 0 0 2 2 0 I 6 6 0 I 2 20


